
仕事と治療の両立支援について 

がん患者の約３人に１人は、20代から 60代でがんに罹患し、仕事を持ちながら通院している

方が多くいます。また、がんと診断を受けて退職・廃業した人は就労者の 19.8%、そのうち、

初回治療までに退職・廃業した人は 56.8%となっており、ご本人が診断時から治療と仕事の両

立についても、気軽に相談できる体制づくりが求められます。 

（厚生労働省 仕事と治療の両立支援より引用） 

治療を理由に職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受けながら、生き生きと

就労を続けあれるように支援を行います。 

ご相談をご希望される場合は、がん相談支援センターをご利用ください。ご家族からの相談

もお受けいたします。相談の内容によっては、必要に応じて適切な相談機関等への連携を行

います。 
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ハローワークの就労支援ナビゲーターや社会保険労務

士など専門家にご相談する方法もあります。どのような

方法が良いか一緒に考えましょう。 
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